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中
央
本
部
で
は
、
第
39
回
全
国
大
会

を
５
月
22
日(

水)

午
後
２
時
か
ら
、

自
由
民
主
党
本
部
の
８
Ｆ
大
ホ
ー
ル
に

お
い
て
開
催
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
感
染
症
法

の
２
類
相
当
か
ら
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
並
み
の
５
類
に
移
行
さ
れ
た
が
、

完
全
に
終
息
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
移

行
後
も
感
染
者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と

で
、
感
染
予
防
と
し
て
基
礎
疾
患
が
あ

る
方
の
マ
ス
ク
の
着
用
と
密
を
避
け
る

た
め
、
５
４
０
名
定
員
の
会
場
に
参
加
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第
39
回
全
国
大
会
を
開
催

　

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
法
案(

自
民
党
案)

の
成
立
後
初
の
大
会

者
１
７
０
名(

来
賓
含
め
２
７
０
名)

に
制
限
し
て
実
施
し
た
。

　

司
会
を
中
央
本
部
女
性
部
長
の
新
井

裕
美
子
さ
ん
が
務
め
、
開
会
の
辞
を
上

田
藤
兵
衞
・
副
会
長
が
述
べ
た
。

　

主
催
者
代
表
あ
い
さ
つ
で
川
上
高

幸
・
会
長
は
、
４
月
４
日
に
開
催
さ
れ

た
「
自
民
党
・
差
別
問
題
に
関
す
る
特

命
委
員
会
」(

委
員
長
は
山
口　

壯
・

衆
議
院
議
員)

に
お
い
て
、
実
社
会
で

は
部
落
差
別
の
指
標
で
あ
る
結
婚
・
就

職
差
別
は
大
き
く
減
少
し
て
い
て
、
仮

想
空
間
で
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

識
別
情
報
の
適
示
を
削
除
す
る
た
め

に
「
部
落
差
別
解
消
法
」
を
改
正
す
る

こ
と
に
は
反
対
で
あ
り
、
ま
し
て
、
行

政
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
監
視
し
て
法

務
局
に
通
告
し
て
削
除
を
求
め
る
こ
と

は
、
憲
法
24
条
２
項
の
「
検
閲
は
、
こ

れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
に
違
反
す
る

も
の
だ
と
語
気
を
強
め
て
述
べ
た
。

　

来
賓
あ
い
さ
つ
で
は
、
自
由
民
主
党

を
代
表
し
て
副
総
裁
で
衆
議
院
議
員
の

麻
生
太
郎
さ
ん
、
党
の
「
差
別
問
題
に

関
す
る
特
命
委
員
会
」
の
委
員
長
で
衆

議
院
議
員
の
山
口　

壯
さ
ん
、
全
国
隣

保
館
連
絡
協
議
会
の
窪
田
幸
美
・
会
長
、

(

一
社)
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
会
の
繫

内
幸
治
・
代
表
理
事
の
４
名
か
ら
ご
あ

い
さ
つ
を
い
た
だ
い
た
。

　

本
人
に
限
っ
て
の
来
賓
紹
介
、
祝
電

の
一
部
を
披
露
し
て
開
会
行
事
を
終

第 39 回全国大会であいさつする川上・会長

え
、
記
念
講
演
に
移
っ
た
。

　

今
回
の
記
念
講
演
は
、
作
家
の
森
奈

津
子
さ
ん
が
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
法

に
つ
い
て
」
❘
女
性
ス
ペ
ー
ス
に
変
化

は
あ
っ
た
か
❘
の
テ
ー
マ
で
講
演
さ
れ

た
。

　

議
事
で
は
、
議
長
に
木
村　

仁
・
総

務
委
員
長
と
上
田
信
輝
・
組
織
対
策
委

員
長
が
就
い
た
。

　

第
１
号
議
案
の
令
和
５
年
度
事
業
報

告
及
び
同
決
算
報
告
並
び
に
監
査
報
告

に
つ
い
て
は
、
山
口
勝
広
・
事
務
局
次

長
が
事
業
報
告
と
決
算
報
告
を
、
監
査

報
告
を
坂
本
典
雄
・
監
事
が
行
い
、
承

認
さ
れ
た
。

　

第
２
号
議
案
の
令
和
６
年
度
運
動
方

針
案
及
び
同
事
業
計
画
案
並
び
に
同
予

算
案
に
つ
い
て
は
、
平
河
秀
樹
・
事
務

局
長
が
一
括
提
案
し
、
承
認
さ
れ
た
。

　

第
３
号
議
案
の
そ
の
他
で
は
、
今
回

は
特
に
議
案
は
な
か
っ
た
。

　

以
上
で
大
会
議
事
を
終
え
、
閉
会
の

辞
を
野
口
賢
二
・
副
会
長
が
行
い
、
第

39
回
全
国
大
会
を
終
え
た
。
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衆
議
院
議
員(

代
理)

53
名

　

あ
べ　

俊
子(

比
例
中
国)

▽
青
山　

周
平(

比
例
東
海)

▽
東　

国
幹(

北
海
道
６)

▽
井

上　

信
治(

東
京
25)

▽
井
原

　

巧(

愛
媛
３)

▽
石
井　

拓

(

比
例
東
海)

▽
石
田　

真
敏

(

和
歌
山
２)

▽
石
破　

茂(

鳥

取
１)

▽
岩
田　

和
親(

比
例
九

州)

▽
岩
屋　

毅(

大
分
３)

▽

上
野　

賢
一
郎(

滋
賀
２)

▽
江

﨑　

鐵
磨(

愛
知
10)

▽
小
渕

　

優
子(
群
馬
５)

▽
尾
身　

朝

子(

比
例
北
関
東)

▽
大
岡　

敏
孝(

滋
賀
１)
▽
金
子　

恭
之

(

熊
本
４)

▽
亀
岡　

偉
民(

比

例
東
北)

▽
木
原　

稔(
熊
本

１)

▽
黄
川
田　

仁
志(

埼
玉

３)

▽
工
藤　

彰
三(

愛
知
４)

▽
小
林　

史
明(

広
島
７)

▽
高

村　

正
大(

山
口
１)

▽
齋
藤　

健(

千
葉
７)

▽
新
谷　

正
義

(

広
島
４)

▽
鈴
木　

馨
祐(

神

奈
川
７)

▽
田
中　

良
生(

埼
玉

来
賓
出
席
者

衆
議
院
議
員(

本
人)

15
名

　

麻
生　

太
郎(

福
岡
８)

▽
伊

藤　

忠
彦(
愛
知
８)

▽
石
原　

正
敬(

比
例
東
海)
▽
今
村　

雅
弘(

比
例
九
州)

▽
小
里　

泰
弘

(

比
例
九
州)

▽
鬼
木　

誠(
福

岡
２)

▽
勝
目　

康(

京
都
１)

▽
小
寺　

裕
雄(

滋
賀
４)

▽
小

林　

茂
樹(

比
例
近
畿)

▽
坂

本　

哲
志(

熊
本
３)

▽
田
中　

和
徳(

神
奈
川
10)

▽
田
中　

英
之(

比
例
近
畿)

▽
武
田　

良
太(

福
岡
11)

▽
中
野　

英

幸(

埼
玉
７)

▽
山
口　

壯(

兵

庫
12)

▽
繁
本　

護(

元)

参
議
院
議
員(

本
人)

６
名

　

太
田　

房
江(

大
阪)

▽
加

藤　

明
良(

茨
城)

▽
松
下　

新
平(

宮
崎)

▽
三
宅　

伸
吾

(

香
川)

▽
山
下　

雄
平(

佐
賀)

▽
吉
井　

章(

京
都)

15)

▽
平　

将
明(

東
京
４)

▽

高
木　

啓(

比
例
東
京)

▽
高

見　

康
祐(

島
根
２)

▽
武
井　

俊
輔(

比
例
九
州)

▽
棚
橋　

泰
文(

岐
阜
２)

▽
谷
川　

と
む

(

比
例
近
畿)

▽
塚
田
一
郎(

比

例
北
陸
信
越)

▽
寺
田　

稔(

広

島
５)

▽
渡
海　

紀
三
朗(

兵
庫

10)

▽
中
根　

一
幸(

比
例
北

関
東)

▽
永
岡　

桂
子(

茨
城

７)

▽
西
村　

康
稔(

兵
庫
９)

▽
長
谷
川　

淳
二(

愛
媛
４)

▽

鳩
山　

二
郎(

福
岡
６)

▽
平
沼

　

正
二
郎(

岡
山
３)

▽
古
川
康

(

比
例
九
州)

▽
細
田　

健
一

(

新
潟
２)

▽
松
本　

剛
明(

兵

庫
11)

▽
三
ツ
林　

裕
已(

埼

玉
14)

▽
宮
内　

秀
樹(

福
岡

４)

▽
武
藤　

容
治(

岐
阜
３)

▽
宗
清　

皇
一(

比
例
近
畿)

▽
茂
木　

敏
充(

栃
木
５)

▽
山

際　

大
志
郎(

神
奈
川
18)

▽

山
口　

晋(
埼
玉
10)

▽
若
林

　

健
太(

長
野
１)
▽
鷲
尾　

英

一
郎(

比
例
北
陸
信
越)

参
議
院
議
員(

代
理)

21
名

　

石
井　

準
一(

千
葉)

▽
磯

崎　

仁
彦(

香
川)

▽
臼
井　

正
一(

千
葉)

▽
衛
藤　

晟
一

(

比
例)

▽
大
家　

敏
志(

福
岡)

▽
加
田　

裕
之(

兵
庫)

▽
北

村　

経
夫(

山
口)

▽
こ
や
り

　

隆
史(

滋
賀)

▽
上
月　

良

祐(

茨
城)

▽
酒
井　

庸
行(

愛

知)

▽
自
見　

は
な
こ(

比
例)

▽
進
藤　

金
日
子(

比
例)

▽

豊
田　

俊
郎(

千
葉)

▽
永
井

　

学(

山
梨)

▽
野
村　

哲
郎

(

鹿
児
島)

▽
福
岡　

資
磨(

佐

賀)

▽
船
橋　

利
実(

北
海
道)

▽
松
村　

祥
史(

熊
本)

▽
山

本　

順
三(

愛
媛)

▽
吉
川　

ゆ
う
み(

三
重)

▽
渡
辺　

猛

之(

岐
阜)

そ
の
他

全
国
隣
保
館
連
絡
協
議
会　

会
長　

窪
田　

幸
実

顧
問　

谷　
　

広
己

(

一
社)

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
会

代
表
理
事　

繫
内　

幸
治
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大
阪
市
長　

横
山　

英
幸
▽
自
由

民
主
党
・
市
民
ク
ラ
ブ
大
阪
市
会
議

員
団

　

堺
市
長　

永
藤　

英
機
▽
茨
木
市

長　

福
岡　

洋
一
▽
豊
中
市
長　

長

内　

繁
樹
▽
枚
方
市
長　

伏
見　

隆

▽
貝
塚
市
長　

酒
井　

了
▽
交
野
市

長　

山
本　

景
▽
河
内
長
野
市
長　

島
田　

智
明
▽
阪
南
市
長　

水
野　

謙
二
▽
摂
津
市
長　

森
山　

一
正
▽

岸
和
田
市
長　

永
野　

耕
平
▽
大
阪

狭
山
市
長　

古
川　

照
人
▽
高
石
市

長　

畑
中　

政
昭
▽
門
真
市
長　

宮

本　

一
孝
▽
和
泉
市
長　

辻　

ひ
ろ

み
ち
▽
四
条
畷
市
長　

東　

修
平
▽

寝
屋
川
市
長　

広
瀬　

慶
輔
▽
東
大

阪
市
長　

野
田　

義
和
▽
守
口
市
長

　

瀬
野　

憲
一
▽
大
東
市
長　

逢
坂

　

伸
子
▽
柏
原
市
長　

冨
宅　

正
浩

▽
泉
南
市
長　

山
本　

優
真
▽
八
尾

市
長　

大
松　

桂
右
▽
泉
大
津
市
長

　

南
出　

賢
一
▽
羽
曳
野
市
長　

山

入
端　

創
▽
吹
田
市
長　

後
藤　

圭

二
▽
藤
井
寺
市
長　

岡
田　

一
樹
▽

河
南
町
長　

森
田　

昌
吾
▽
熊
取
町

祝　
　
　

電

　
　
　

衆
議
院
議
員

　

尾
身　

朝
子
▽
小
里　

泰
弘
▽
勝

目　

康
▽
田
中　

英
之
▽
武
田　

良

太
▽
宗
清　

皇
一
▽
柳
本　

顕
▽
山

口　

俊
一

参
議
院
議
員

　

太
田　

房
江
▽
松
川　

る
い
▽
吉

井　

章

そ
の
他

　

元
衆
議
院
議
長　

伊
吹　

文
明
▽

(

公
財)

人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン

タ
ー　

理
事
長　

坂
元　

茂
樹

大
阪
府
関
係

　

大
阪
府
知
事　

吉
村　

洋
文
▽
府

民
文
化
部
人
権
局
長　

榎
下　

朋
浩

　

▽
自
由
民
主
党
大
阪
府
支
部
連
合

会
会
長　

谷
川　

と
む
▽
自
由
民
主

党
大
阪
府
議
会
議
員
団
幹
事
長　

し

か
た　

松
男

長　

藤
原　

敏
司
▽
島
本
町
長　

山

田　

紘
平
▽
田
尻
町
長　

栗
山　

美

政
▽
豊
能
町
長　

上
浦　

登
▽
能
勢

町
長　

上
森　

一
成
▽
千
早
赤
阪
村

長　

南
本　

斎

京
都
府
関
係

　

京
都
府
知
事　

西
脇　

隆
俊

　

府
議
会
議
長　

石
田　

宗
久

府
議
会
議
員

　

田
中　

英
夫
▽
藤
山　

裕
紀
子
▽

お
お
さ
わ　

彰
久
▽
中
村　

正
孝
▽

中
島　

た
け
ふ
み
▽
森
口　

亨
▽
古

林　

よ
し
た
か
▽
い
そ
の　

勝

　

京
都
市
長　

松
井　

孝
治　

京
都
市
議
会
議
長　

西
村　

義
直

京
都
市
議
会
議
員

　

富　

き
く
お
▽
西
村　

よ
し
な
お

▽
山
本　

恵
一
▽
山
本　

し
ゅ
う
じ

▽
森
田　

守

　

福
知
山
市
長　

大
橋　

一
夫
▽
舞

鶴
市
長　

鴨
田　

秋
津
▽
綾
部
市
長

山
崎　

善
也
▽
宇
治
市
長　

松
村　

淳
子
▽
亀
岡
市
長　

桂
川　

孝
裕
▽

城
陽
市
長　

奥
田　

敏
晴
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令　和　６　年　度　運　動　方　針

はじめに

　一昨年は、全国水平社が大正 11 年 3 月に創立されて 100 年で、各メディアは特集を組み

広く報道したが、その大半が部落解放同盟に迎合するがごとき、インターネットを悪用した

誹謗・中傷や「部落」を晒した差別を助長する動画などが多数拡散されているとして、イン

ターネット上のことばかりで、実社会での差別事象は実態がないためかほとんど報道されて

いない。

　法務省は昭和59年に訓令として策定された「人権侵犯事件調査処理規定」(平成16年改正)

に基づき、毎年、取り組みの内容を「人権侵犯事件」の状況についてとして公表して、その

概要を全国大会資料に掲載しているが、そのなかでも同和問題解決の一つの指標となる「人

権侵犯事件」統計資料にある同和問題に関する新規受理件数を本全国大会資料にも掲載して

ある「同和問題の現状について」で取り上げ、「人権侵犯処理規定」が改正された平成 16 年

から、その推移が分かり易いように折れ線グラフにしている。

　平成 25 年 6 月に成立し、平成 28 年 4 月に施行された「障害者差別解消法」、平成 28 年 5

月に成立し、翌 6 月に施行された「ヘイトスピーチ解消法」、平成 28 年 12 月に成立し、同

12 月に施行された「部落差別解消法」を踏まえ、平成 30 年 12 月 27 日には「インターネッ

ト上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について」(依命通知 )を出し、

同和地区を指摘する識別情報の摘示は、原則として削除要請等の措置の対象とすべきである

とした。更に、平成 31 年 3 月 8 日には「インターネット上の不当な差別的言動に係る事案

の立件及び処理について」( 依命通知 ) を出し、「特定の者」に対する不当な差別的言動を

削除の対象にしていたものを、「集団や不特定多数の者」に対象を広げたことで、新規受理

件数は平成 16 年の 215 件から平成 30 年の 92 件と順調に右肩下がりであったものが、全述

したようにゴールを動かしたことにより、令和元年が 221 件と大幅に増え、最新のデータで

ある令和 5年では 448 件 ( 内 345 件が自治体からの通報 )まで増えている。

　これは部落解放同盟の要請を受けてインターネットを監視している自治体から、疑いのあ

るものが地方法務局に通報されているからで、参考までに差別待遇の分類での関係行政機関

からの通報件数は、女性 0件、高齢者 0件、障害者 1件、同和問題 345 件、アイヌの人々 0件、

外国人 17 件、疾病患者 0 件、刑を終えた人々 0 件、ホームレス 0 件、性的指向 5 件、性自

認 0 件、その他 0 件、合計 370 件であるが、370 件の内同和問題が 345 件とは異常である。

昨今では、外国人や性的マイノリティにたいする差別的言動の方がより多く見られると思わ

れるが ?

　令和 4年の同和問題に関する新規受理件数 433 件の内訳は、結婚・交際に関する差別 3件、

差別表現 428 件 ( 内識別情報の摘示 414 件 )、その他 2件である。

　令和になってからの結婚・交際に関する差別は、令和元年 6 件、令和 2 年 5 件、令和 3 年

3件、令和 4年 3件になっている。

　「部落差別解消法」を具体化するとして自治体に条例化を求めている活動について、昨年

4 月 1 日時点での部落問題に特化した都道府県条例は 8 府県と 138 市町村であったものが、

本年 1 月 11 日時点での都道府県条例は 8 府県と増えておらず、4 月 9 日の市町村条令は 143

市町村と 5市町村増えている。

　私どもが許容する人権条例については、昨年 4 月 1 日時点の都道府県条例は 19 都府県で、

市町村条令は 357 市町村であったものが、本年 1 月 11 日時点での都道府県条例は 19 都府県

と増えておらず、4月 9日の市町村条令は 370 市町村と 13 市町村増えている。

　今後も条例化に取り組むらしいが、条令は憲法第 94 条に、「法律の範囲内で条例を制定す

ることができる」としており、法律の内容を大きく逸脱する内容は許されないが、リベラル
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系の団体を支援する法律に詳しいはずの弁護士が逸脱することを煽っているのは如何なもの

か。今後も条令の制定には反対していく。

　部落解放同盟は、「あらゆる形態の差別を禁止する目的及び効果を有する法」(「包括的反

差別法」) の制定を運動に柱にするらしいが、差別の禁止では、行き過ぎるポリティカル・

コレクトネス ( 政治的な正しさ、略して「ポリコレ」) が蔓延る中では、寛容で多様な考え

や価値観を否定する窮屈な社会となり、活動家に武器を持たせるだけで、人権問題への理解

よりも関与を避ける逆の効果でしかない。

　差別や人権侵害をした人に反省を促すことも大事だが、もっと大事なことは糾弾すること

ではなく、被害者の救済であり、そのための「人権擁護法案」の成立である。

　部落解放同盟も人権救済のための「人権委員会」は必要としていることから、「自由同和

会」、「部落解放同盟」、( 公社 )「全国人権教育研究協議会」、「全国隣保館連絡協議会」の 4

団体で結成した「人権会議」、(平成 3年 2月に結成した「同和問題の現状を考える連絡会議」

を改名 ) は「人権擁護法案」の内容に齟齬をきたし休眠状態になっているが、簡易・迅速・

柔軟に人権救済ができる国家行政組織法の第 3条機関としての「人権委員会」を中心とする、

「人権擁護法案」を国民から理解される法案に見直し、成立のために、再度、「人権会議」と

して活動することを視野に入れた活動を行う。

　「障害者差別解消法」は、平成 18 年 12 月に国連総会で採択され、平成 20 年 5 月に発効し

た条約を批准するために平成 25 年 6 月に制定されたもので、「差別的取り扱いの禁止」と「合

理的配慮の不提供の禁止」を定めたものであり、これまで努力義務であった民間事業者の「合

理的配慮の提供」は令和 3 年 5 月に改正され、国や地方公共団体等と同様に本年 4 月 1 日か

らは義務 ( 車いす利用者のスロープを店舗の出入り口に設置等 ) になったので、会員の事業

者に過重な負担がない範囲で社会的障壁を取り除く配慮を行うよう指導するとともに、すべ

ての事業者に対してバリアフリーなど環境を整える合理的配慮を求めていく。

　同法第 6 条に規定する「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」は平成

27 年の 2 月に策定公表され、各省庁においても「国等職員対応要領」と「事業者のための

対応指針」が作成された後、平成 28 年 4 月から施行された。

　地方公共団体についても、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の策定

と実施を求めるとともに、策定が求められている「職員対応要領」については、大半の地方

公共団体は策定済みだが、一部の市町村に遅れがあることから策定を急がせていく。

　また、障害を理由とする差別に関する相談や紛争の防止及び解決を図ることと、差別を解

消するための取組を効果的かつ円滑に行うために「障害者差別解消支援地域協議会」の設置

を求めているが、都道府県・指定都市は大半が設置済みだが市区町村は大幅に遅れているこ

とから、この「協議会」が早期に設置されるよう市区町村に求めていく。

　令和 5 年 3 月 14 日には、この「基本方針」の改定と「第 5 次障害者基本計画」( 令和 5

年度～令和 9年度 )も閣議決定されているので、会員に熟読するよう促していく。

　なお、洪水や高潮、津波が発生した場合に備える「水害ハザードマップ」は大半の市町村

で作成済みだが、点字や音声を使用した目や耳が不自由な障害者向けの「水害ハザードマッ

プ」の作成が大幅に遅れているので、市町村に作成を要請する。

　

　障害者の雇用については、平成 30 年 4 月から精神障害者の雇用が義務付けられたことで

法定雇用率は、国と都道府県は 2.3% から 2.5%、教育委員会は 2.2% から 2.4% になったが、

令和 3 年の 3 月からは国と都道府県は 2.5% から 2.6% に、都道府県の教育委員会は 2.4% か

ら 2.5% に引き上げられた。平成 30 年に発覚した国や地方公共団体などが障害者の定義を拡

大解釈しての水増し雇用については早期に改善が図られた。令和 5 年 6 月 1 日時点での国の
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雇用は前年の 9,703.0 人から 9,940.0 人で、前年の 2.85% から 2.92% に、都道府県では前年

の 10,409.0 人から 10,625.5 人で、前年の 2.86% から 2.96% に、市町村では前年の 34,535.5

人から 35,611.5 人で、前年の 2.57% から 2.63% に、教育委員会では前年の 16,501.0 人から

16,999.0 人で、2.27% から 2.34% になっているが、非常勤が多いので常勤雇用を増やすよう

国や地方公共団体に求めていく。

　民間企業でも、令和 3 年 3 月 1 日から法定雇用率 (2.2% → 2.3%、対象企業を従業員数

45.5 人以上から 43.5 人以上に拡大 ) が引き上げられた。令和 5 年 6 月 1 日時点での雇用

数や実雇用率は 2.33% で対前年比 0.08 ポイント上昇していて、雇用障害者数も実雇用率も

過去最多を更新で、雇用障害者全体では 642,178.0 人 ( その内訳、身体障害者は対前年比

0.7% 増の 360,157.5 人、知的障害者は 3.6% 増の 151,722.5 人、精神障害者は 18.7% 増の

130,298.0 人 ) で対前年 4.6% 増の 28,220.0 人の増になっているが、法定雇用率の達成企業

の割合は対前年比 0.08 ポイントの上昇の 50.1% で、やっと過半数の企業に達したが、約半

数の企業が達成していないので未達成企業に雇用の促進を強力に求めていく。

　なお、令和6年4月からは2.3%→2.5%(40.0人以上)、令和8年7月からは2,5%→2.7%(37.5

人以上 )に引き上げられる。

　また、厚生労働省は「障害者の雇用の促進に関する法律」を平成 25 年 6 月に改正し、こ

の改正に基づき、「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が

適切に対処するための指針」と「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機

会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となってい

る事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」を平成 27 年 3 月に策定して

いる。

　この指針も平成 28 年 4 月から施行されており、この指針では、募集採用時や採用後での

差別禁止や合理的配慮を定めているので、この指針が守られているかの点検も併せて行って

いく。

　更に、平成 30 年に発覚した障害者の定義の拡大解釈による国や地方公共団体の水増し雇

用の反省から、令和元年にも「障害者の雇用の促進等に関する法律」は改正され、国及び地

方公共団体での一層の雇用の促進と「障害者活躍推進計画作成指針」の策定とこの指針に即

した「障害者活躍推進計画」の作成並びに「障害者雇用推進者」と「障害者職業生活相談員」

の選任を義務付けたので、「障害者活躍推進計画」に基づく取り組みの実施状況を注視する。

　令和 2 年 4 月より、障害者雇用に積極的に取り組む優良中小企業を認定する「もにす認定

制度」が実施されているので、認定されるよう会員の事業者を指導していく。

　ノーマライゼーション ( 共生社会 ) の観点からの特別支援教育でのインクルーシブ教育

(特定の個人・集団を排除せず学習活動への参加を平等に保障する )システムの推進として、

新規でインクルーシブな学校運営モデル事業を 14 箇所の教育委員会や大学等に委託 (14 箇

所× 7 百万円 )、学校における医療的ケアの環境整備の充実を図るために、医療的ケアのた

めの看護師は 3,740 人→ 4,550 人の配置、新規として、学校における医療的ケア実施体制の

拡充事業①医療的ケア児への保護者の負担軽減に関する調査研究を 7 箇所の教育委員会へ委

託。②医療的ケア看護職員の人材確保・配置方法に関する調査研究を民間団体の 1 箇所へ委

託。

　また、特別な支援を必要とする子供への就学前から社会参加までの切れ目ない支援体制整

備、外部専門家の設置 (150 百万円→ 180 百万円、専門家 435 人 )、発達障害のある児童生

徒等に対する支援事業として (61 百万円→ 50 百万円 )、①効果的かつ効率的な巡回指導の

実施に向けたモデル事業を 4 箇所の教育委員会に委託、②管理職をはじめとする教員の理解

啓発・専門性向上のための体制構築事業を 7 箇所の教育委員会に委託、③発達障害のある児

童生徒等に対する支援に関する家庭・教育・福祉の連携に関する調査研究事業を民間団体 1
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箇所に委託、難聴時の早期支援充実のための連携体制構築事業を 4箇所の教育委員会へ委託。

　学校における交流及び共同学習を通じて障害者を理解するため、「心のバリアフリーノー

ト」( 小学生用、中高生徒用 ) を活用して、心のバリアフリーを促進するなど、「障害者差

別解消法」の施行を踏まえ、特別支援教育の充実に向けた予算は増額しているが、更なる予

算の拡充を文部科学省に求めていく。

　特別支援教育としての新たな施策として、すべての新規採用教員を 10 年以内に 2 年以上、

特別支援学級や特別支援校で経験させるよう全教委に通知したが、努力義務なので必須にす

るよう市町村教委に要請していく。

　また、昨今、特別支援校へ通学する児童生徒が増えていることで教室の過不足を調査した

結果、3,740 教室 ( 令和 3 年 10 月 1 日現在 ) が不足していることが確認されたことで、設

備に対する補助率を上げるなど、教室不足の解消を促しているので、都府県教委や市町村教

委にインクルーシブ教育を増やすか特別支援校の新設及び増築で教室を増やすよう要請す

る。

　「医療的ケア児支援法」が令和 3 年 6 月に成立したことで、特別支援校だけではなく地域

の学校への通学が増えてくると思われるので、看護師等の配置について学校からの要請に応

じられるよう市町村に働きかける。

　なお、特別支援校には設置基準がなかったが、設置基準が初めて設けられ、令和 4 年 4 月

から施行されるので、この基準を参考に見直すよう併せて要請していく。

　令和 3年 4月から施行された改正バリアフリー法では、市町村での「基本構想」の策定、「心

のバリアフリー」の推進が義務化され、また、特別特定建築物に公立の小・中学校が追加さ

れたので、車いす使用者用のトイレやエレベーターの設置などバリアフリー化を市町村に求

めていくが、新改築に限られ既存の校舎は対象外であったが、令和 5 年の 3 月に閣議決定さ

れた「第 5 次障害者基本計画」で令和 7 年までにすべての公立小中学校でのバリアフリー化

を目標に掲げたので、その実施を市町村に求めていく。

　大半の小中学校は、災害時の避難所に指定されていることから、高齢者にもやさしい施設

にするためにもバリアフリーが急がれる。

　虐待については、「障害者虐待防止法」では虐待行為者の範囲を、養護者と障害者福祉施

設の従事者及び障害者を雇用する事業主としており、令和 4 年度の虐待は 3,079 件で被害者

は 3,482 人になっている。令和 4 年度に虐待防止の職員研修が事業所に義務付けられたが、

特別支援校や特別支援学級で体罰が表面化している中、虐待の温床になっている病院や学校

を加えるよう政府に働きかけるとともに、都道府県では「障害者権利擁護センター」を、市

町村では「障害者虐待防止センター」の設置が定められているので、都道府県と市町村に通

報状況や対応上の問題などを確認する活動を行う。

　児童の虐待については、平成 12 年 5 月に成立した「児童虐待の防止等に関する法律」や「児

童福祉法」の度重なる改正から、虐待の定義や通報義務の拡大、警察に対する援助要請、出

頭要求の制度化、裁判所の許可を得ての立入調査と臨検・捜索、立入の拒否での罰金の引き

上げ、地方公共団体での要保護児童対策知的協議会の設置等、児童相談所や福祉事務所の権

限を強化してきているが、平成 29 年の 4月からは裁判所の許可を得る立ち入り調査や臨検・

捜索が迅速・的確な対応ができるよう要件が簡素化されたにも拘らず、悲惨な事件が続いた

ことから、「児童福祉法」と「児童虐待防止法」の改正案が令和元年 6月 19 日に成立した。

　この改正では、児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談所の体制

強化と関係機関間の連携強化等が図られ、しつけとして体罰を容認する風潮がある親権者等

による体罰の禁止が明記された。

令和 2 年の 2 月にまとめられた指針「体罰等によらない子育てのために」～みんなで育児を
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支える社会に～では、

　　・言葉で 3回注意したけど言うことを聞かないので、ほほを叩いた

　　・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた

　　・友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った

　　・他人のものを取ったので、お尻を叩いた

　　・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった

　　・掃除をしないので、雑巾を顔に押しつけた

　以上の 6項目の例も体罰に挙げ、虐待の定義として、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、

心理的虐待としている。

　これら体罰や虐待を発見した場合には、通告義務があることから、速やかに都道府県の設

置する福祉事務所か児童相談所に通告し、体罰や虐待の防止に努めるとともに、私どもも体

罰等によらない子育てに努める。

　なお、令和 5 年 9 月 7 日に子ども家庭庁が公表した速報値では、令和 4 年度に児童相談所

が児童虐待相談として対応した件数は 219,170 件 (11,510 件増、対前年比 5.5% 増 ) で過去

最高になっている。

　民法第 822 条の親権者の「看護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」

との条文は、体罰の根拠になっていることで、この条文を削除する民法の改正が第 208 回国

会へ提出され、令和4年12月10日に成立し、第821条(子の人格の尊重等)「親権を行う者は、

前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、この人格を尊重するとともに、その年

齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有

害な影響を及ぼす言動をしてはならない」を加えた。

　なお、令和 5 年の 1 年間に全国の警察が検挙した虐待事件は 2,385 件 (204 件増、前年比

9.4% 増 )、被害を受けた子どもは 2,415 人 ( 前年比 201 人 9.1% 増で過去最多、その内無理

心中を含め死亡した子どもは前年より 9 人減の 28 人、過去最少 ) になり、警察から児童相

談所に虐待を受けた疑いがあるとして通告された18歳未満の子供は122,806人(7,044人増、

前年比 6.1% 増 ) と過去最多を記録している。

　虐待で悲惨なケースが続いていることで、児童相談所の専門職である児童福祉士を、現在

5,780 人程度から令和 5・6 年度に 1,060 人程度を増やし、6,850 人程度にするとしていて、

児童心理司も現在の 2,350 人程度から令和 5 ～ 8 年度にかけて 950 人程度増やして 3,300 人

程度に拡充するとしている。

　令和 4 年 6 月 8 日に改正「児童福祉法」が成立したことで、新たな児童虐待の専門職とし

て「子ども家庭ソーシャルワーカー」が認定資格 ( 国家資格 ) として令和 6 年度に導入され

るとともに、虐待を受けた子どもを親から引き離す一時保護を行う際の手続きに、司法審査

(裁判所が一時保護状を発行し 7日以内に司法が介入するもの )も導入された。

　なお、今後は、令和 5 年 4 月 1 日に新たに設置された「子ども家庭庁」が所管することに

なり、市町村には「子ども家庭センター」が設置されるので、市町村や児童相談所と連携し

て、悲惨な児童虐待での犠牲者をなくしていく。

　学校での「いじめ」については、平成 25 年 6 月に「いじめ防止対策推進法」が制定され、

いじめの定義の拡大やいじめ問題への対応が明確化されてきたが、未だに「いじめ」による

悲惨な自殺が続いていることから、「いじめの防止等のための基本的な方針」を改訂すると

ともに、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」が策定された。

　基本方針の改定では、発達障害を含む障害のある児童生徒、性同一性障害や性的指向・性

自認 (LGBT) に係る児童生徒、東日本大震災により被災した児童生徒等については特に配慮

が必要と明記され、インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻



 （ 9 ）2024（令和６）年 6月（年 4回発行） ヒューマン NO.249

な傷を与えかねない行為であることを理解させる取り組みを行うことも明記された。

　また、いじめの解消は、被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為 ( インター

ネットを通じて行われるものを含む )が止んでいる状態が３か月以上継続しているとした。

　新たに策定された「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」では、「基本方針」(平

成 25 年 10 月 )、「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」( 平成 26 年 7 月 )、「不登校

重大事態に係る調査の指針」( 平成 28 年 3 月 ) が策定された後も、学校の設置者又は学校

において、いじめの重大事態が発生しているにもかかわらず、「法」、「基本方針」及び「調

査の指針」に基づく対応を行わないなどの不適切な対応があり、児童生徒に深刻な被害を与

えたり、保護者等に対して大きな不信を与えたりした事案が発生していることを踏まえ、「ガ

イドライン」を策定したとしているので、今後はいじめによる悲惨な出来事が起こらないよ

うに、各学校に設置されている「いじめの防止等の対策のための組織」の点検を行っていく。

　スクールカウンセラーについては、全公立小中学校27,500校(週4時間)への配置、いじめ・

不登校対策のための重点配置 (2,900 校→ 5,700 校週 8 時間 )、貧困対策のための重点配置

(2,300 校週 8 時間 )、虐待対策のための重点配置 (2,000 校週 8 時間 )、教育支援センター

の機能強化 (250 箇所週 4 時間 )、スーパーバイザーの配置 (67 人 )、自殺予防教育の支援、

スクールソーシャルワーカーについては、すべての中学校区への配置 (10,000 中学校区週 3

時間 )、いじめ・不登校対策のための重点配置 (3,000 校→ 4,000 校週 6 時間 )、貧困対策の

ための重点配置 (3,500 校週 6 時間、ヤングケアラー支援のための配置を含む )、虐待対策

のための重点配置 (2,500 校週 6 時間 )、教育支援センターの機能強化 (250 箇所週 3 時間 )、

スーパーバイザーの配置 (67 人週 3 時間 )、24 時間通話料無料の子供 SOS ダイヤル ( 補助率

1/3)、SNS を活用した相談体制の整備に対する支援 ( 補助率 1/3)、不登校児童生徒に対する

支援推進事業 ( 補助率 1/3)、幅広い外部専門家を活用していじめ問題等を調整・支援する

取組の推進 ( 補助率 1/3)、新規事業としてオンラインカウンセリング活用のための配置 67

箇所 ( 週 40 時間 )、スクールロイヤーは、一部の地方公共団体で取り入れられ、文部科学

省も全国に 300 名を配置するとしていたが、予算措置が見送られ、令和 2 年度からは普通交

付税措置が講じられているので、積極的な活用を地方公共団体に求めていく。

　令和 4 年度のいじめの認知件数 ( 小・中・高・特別支援校 ) については 681,948 件で過去

最多で、前年度の 615,351 件から 66,597 件 (10.8%) 増加していて、ネット ( パソコンや携

帯電話を使用しての誹謗・中傷 ) でのいじめの認知件数も、前年度の 21,900 件から 2,020

件の増で 23,920 件の過去最高になった。

　なお、自殺等重大事態については、前年度の 706 件から 217 件 (30.7%) 増の 923 件になっ

ている。

　文部科学省は、平成 25 年からは警察との連携をするよう通知をだしているが、令和 4 年

度のいじめの件数 681,948 件に対して、僅か、2,014 件の 0.3% でしかなく、令和 5 年の 2

月 7 日に再度、警察との連携を徹底するように通知を出しているので、学校現場に警察との

連携を密にし、いじめをなくすよう要請していく。

　また、いじめ防止のため道徳が重視され、道徳が正式な教科になり、小・中学校は全面実

施になっていることから、差別を「しない、させない、見逃さない」ことは最高の道徳だと

思われるので、道徳も最大限に活用するよう求めていく。

　なお、インターネットの活用についても、情報モラル教育の充実をも求めていく。

　性同一性障害や性的指向・性自認 (LGB-T) に係る児童生徒については、既に、平成 27 年

4 月に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」として、

学校における支援の実例を上げたものをまとめているが、現場の教職員からより指導し易い
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ものをとの要望を受け、平成 28 年 4 月に教員向けとして「性同一性障害や性的指向・性自

認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について」をまとめ、各学校に配布さ

れているので、その実施状況や問題点等を確認する。

　子ども政策の司令塔になる「子ども家庭庁」が内閣府の外局として本年 4 月 1 日に 430 人

体制で創設されたが、当初、予定されていた文部科学省の幼稚園やいじめ対策は移管されず、

内閣府は少子化対策、子どもの貧困対策、児童手当、認定こども園を、厚生労働省は虐待対

策、ひとり親家庭支援、母子保健、保育所を移管する。

　この「子ども家庭庁」の創設に併せて、「子ども基本法案」が議員立法として令和 4 年 6

月 15 日に成立したが、子どもの権利が守られているかのチェックや虐待や貧困などを調査・

勧告の権限を持つ行政から独立した第三者機関「子どもコミッショナー」の設置については

自由民主党内の意見がまとまらず見送られたが、5 年後の見直し条項があるので、「子ども

コミッショナー」の機能が取り入れられるよう、理解を求めていく。

　また、「子ども家庭庁」の創設に併せて、子育て世帯を包括的に支援する「こども家庭セ

ンター」を全国の市町村に設置される予定。

　これは現在二つに分かれている①母子保健法に基づき設置されている、妊産婦や乳幼児の

保護者の相談を受ける「子育て世代包括支援センター」と、②児童福祉法に基づき設置され

ている、虐待や貧困などの問題を抱えた家庭に対応する「子ども家庭総合支援拠点」を一本

化して「こども家庭センター」に改めるもので、令和 6年度以降の設置を目指すとしている。

　このセンターでは、家族の介護や世話を日常的に担っている「ヤングケアラー」や虐待、

貧困、若年妊婦など、問題を抱える家庭に対する支援提供計画「サポートプラン」を作成して、

家庭を訪問し、家事や育児の援助を行うことを想定しているらしいので、全面的に協力する。

　女性の人権については、平成 13 年 10 月から施行された「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律」( ＤＶ法 ) によって、平成 14 年４月からは「配偶者暴力相談支

援センター」が各都道府県に設置され、業務を開始しており、平成 19 年７月の改正により、

市町村にも配偶者暴力相談支援センターの設置が努力義務となったが、ほとんどの市町村は

設置していないことから、その設置を市町村に求めていく。( 令和 5 年 7 月 3 日現在、全国

313 施設で、その内市町村が設置する施設は 140 施設。前年より 5施設の増加 )

　なお、この支援センターへの相談件数は年々増加しており、令和 4 年度は 122,211 件

で、令和 5	年に警察が対応したものでも 88,619 件で前年度より 4,123	件 ( 前年比 4.9	 %

増 ) 増えており過去最多になっていて、加害者への指導や警告も前年より 5,551 件増の					

66,090 件になっているが、検挙件数は前年より減少し、101 件増の 8,636 件になっている。

　また、これまで身体に対する暴力を受けたものに限り、保護命令を申し立てることができ

たのに対して、平成 20 年１月からは生命・身体に対する脅迫を受けた者についても、身体

に対する暴力によりその生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合には、保護命

令を発することができることとなったほか、被害者への接近禁止命令の実効性を確保するた

め、接近禁止命令の発令されている間について、被害者の親族等への接近禁止命令も発する

こととされ、さらに、被害者への面会の要求や無言・夜間の電話等を禁止する電話等禁止命

令も新設されたことで、平成 26 年の 2,576 件をピークに令和 5 年では前年より 5 件減少し、

1,077 件について保護命令が発令された。

　よって、少しでも危害を受ける可能性がある場合は、積極的に保護命令を活用して被害を

防いでいく。

　「DV 防止法」の改正案が今国会へ提出されているので、成立すれば令和 6 年度からは、身

体だけではなく精神への重大な影響を及ぼす「精神的 DV」も保護命令の対象に加えられる
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とともに、接近禁止命令などの保護命令期間を 6 カ月から 1 年に、罰金も現行の「1 年以下

の懲役または 100 万円以下の罰金」から「2年以下の懲役または 200 万円以下の罰金になる。

　また、「ストーカー規制法」による相談件数は、平成 29 年の 2万 3,079 件をピークとして、

令和 5 年では 19,843 件で、前年より 712 件 (3.7%) 増加して、つきまといなどを禁止する禁

止命令は前年より219件(12.6%)増の1,963件になり、検挙についても53件(5.2%)増の1,081

件が検挙され、いずれも過去最多になっている。

　この「ストーカー規制法」は平成 25 年 6 月に改正され、電子メールを対象に加えること

や禁止命令等を出すことができる公安委員会の処置が拡大され、国及び地方公共団体は民間

の自主的な組織活動の支援のための体制整備に努めることも明記されたが、相談窓口すら設

置していない市町村が多数存在することから、その体制整備を都道府県・市区町村に求めて

いく。

　令和 3 年の 5 月には、GPS 機器や居場所が分かるスマートフォンアプリの悪用を禁じた改

正が行われた。これで「ストーカー規制法」は 3回目の改正になる。

今後もＤＶやストーカー被害者の増加が予想されるが、緊急な避難場所としてのシェルター

(一時避難所 )が不足しているので早急に設置するよう市町村に求めていく。

　また、民間シェルターは、全国で 124 運営団体 ( 令和 2 年 11 月 1 日現在 ) があるが、い

ずれも財政基盤が脆弱で運営が厳しいのが実情であるので、地方公共団体へより一層の財政

支援を求めていく。

　現在のＤＶやストーカーでの一時保護施設 ( 婦人保護施設 ) は、売春防止法の売春を行う

おそれのある女子を収容保護施設に基づいて運営されているが実態に合わないことから、Ｄ

Ｖや性被害、生活困窮などで苦しむ女性の支援を拡大する「困難な問題を抱える女性への支

援に関する法律案」が超党派の議員立法として作成され、令和 4 年 5 月 19 日に成立したこ

とで、令和 6年 4月から、現在の「婦人保護施設」から「女性自立支援施設」に改称される。

　平成 27 年の 8 月に成立し、平成 28 年 4 月に施行された「女性活躍推進法」は、女性の地

位の向上のため従業員 301 人以上の企業、国や自治体に女性管理職の割合や採用比率などを

数値目標にすることなど、取り組む内容を平成 28 年の 4 月 1 日までに、企業は行動計画を

国や地方公共団体は推進計画を策定して公表することを義務付けるものであったが、令和元

年 5 月 29 日に改正案が成立したことで、これまでの従業員 301 人以上の企業が義務であっ

た行動計画の策定が、令和 4 年 4 月からは 101 人以上も義務になったので、対象企業に行動

計画の策定を求めていく。

　「男女雇用機会均等法」により、セクシャルハラスメント ( 性的言動 ) は防止の措置を講

じることになっているが、平成 28 年 3 月に「均等法」が改正され、マタニティーハラスメ

ント ( 出産・妊娠 ) も平成 29 年 1 月からは防止の措置を講じなければならなくなったが、

令和元年 5 月 29 日には「女性活躍推進法」と「労働施策総合推進法」の改正案が成立した

ことで、大企業 (300 人以上の企業 ) は、令和 2 年 6 月 1 日からパワハラ ( 上司などの優越

的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動で働く環境を害すること ) 防止の措置を

講じることや相談窓口の設置が義務になったが、令和 4 年の 4 月からは中小企業もパワハラ

禁止を就業規則に明記するなど、パワハラ防止策と相談窓口の設置が義務になったので、会

員企業に指導していく。

　なお、「女性活躍推進法」では女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認

定制度 (プラチナえるぼし )が創設されているので、認定されるよう促していく。

　また、政治の分野でも、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が平成 30

年の 5 月に成立しているので、女性の候補を増やすために女性だけの政治塾などを開催する

よう政党に求めていく。

　私どもも、女性の社会参加を促し、働きやすい環境づくりに努めていく。



   ヒューマン　　　    　　　　　　　　　　　 　　　　（ 12 ） 

識別情報の摘示 ( 部落の内部を撮影したものをネットに上げたり、部落の住所などをネット

に上げる )を削除するために「部落差別解消法」を改正することについての

自由同和会の意見

令和 6年 4月 4日

1. 識別情報の摘示が多数ネット上で見受けられても、差別事象は増加していない。

　部落解放同盟は、識別情報の摘示は差別を助長するとして訴えているが、法務省の「人権

侵犯事件調査処理規定」での同和問題関係の新規受理件数と、その内訳の中で部落差別の最

大の指標である結婚・交際差別での新規受理件数は、以下の通り。

同和問題関係の新規受理件数が令和元年から大幅に増えたのは、平成 30 年までは識別情報

の摘示は個人を特定しての人権侵犯には当たらないとして調査の対象にしていなかったが、

令和元年からは突如として識別情報の摘示も調査の対象に加えたことが最大の理由。

　　同和問題関係の新規受理件数 (全体 )　　その内訳、結婚・交際差別の新規受理件数

　平成 25 年　　　　　　85 件　　　　　　　　　　　　　　　　11 件

　平成 26 年　　　　　	117 件　　　　　　　　　　　　　　　　15 件

　平成 27 年　　　　　　93 件　　　　　　　　　　　　　　　　12 件

　平成 28 年　　　　　　78 件　　　　　　　　　　　　　　　　10 件

　平成 29 年　　　　　　86 件　　　　　　　　　　　　　	　　　9件

　平成 30 年　　　　　　92 件　　　　　　　　　　　　　　　　10 件

　令和元年　　　　　　221 件　　　　　　　　　　　　　	　　　6件

　令和 2年　　　　　　244 件　　　　　　　　　　　　　	　　　5件

　令和 3年　　　　　　308 件　　　　　　　　　　　　　	　　　3件

　令和 4年　　　　　　433 件 ( 内識別情報の摘示 414 件 )　　　　3件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　　　　　　414 件の内関係行政機関からの通報は 326 件

2.	国が憲法に保障する「言論・表現の自由」に関与することは言論統制であり、国家統制

に繋がる。

3.	プロバイダー責任法の改正案が、今国会に上程されているので、成立後の運営をしばら

くは見守ることが必要。あくまで民間での規制で解決を図る。

4. 憲法に関わる問題は、行政に任せるのではなく司法で。

5.	識別情報の摘示を行政が削除することは憲法第 21 条 2 項の「検閲は、これをしてはなら

ない」に反する行為であり、憲法違反である。

6.	識別情報の摘示を「人権侵犯事件調査処理規定」の調査の対象に加えたことと、個人で

はなく関係行政機関からの通報で一気に新規受理件数が増えた。

	　	最新の令和 5 年の同和問題関係での新規受理件数は 448 件になっていて、その内関係行

政機関からの通報は 345 件になっている。


